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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

10
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

8
日
㈪
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
14
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

1
日
㈪
〜
24
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

　

ご
み
保
管
庫
を
歩
道
な
ど
道
路

敷
地
に
置
く
と
除
排
雪
作
業
で
破

損
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。自
宅
の

敷
地
内
で
、道
路
か
ら
見
え
る
場
所

に
置
き
ま
し
ょ
う
。

○
玄
関
フ
ー
ド
内
の
ご
み
は
収
集

　
し
ま
せ
ん

○
ご
み
や
ご
み
保
管
庫
が
飛
ん
だ

　
り
、荒
ら
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う

　
に
し
ま
し
ょ
う

○
除
排
雪
作
業
や
道
路
状
況
で
収

　
集
時
間
が
前
後
し
ま
す
。決
め
ら

　

れ
た
時
間
ま
で
に
出
し
て
く
だ

　
さ
い 

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　

市
内
で
事
業
を
営
む
個
人
ま
た

は
法
人
の
方
は
、土
地
や
家
屋
以
外

の
事
業
用
資
産（
償
却
資
産
）の
所

有
状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。市
は

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

1
日
㈪
〜
24
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

　

ご
み
保
管
庫
を
歩
道
な
ど
道
路

敷
地
に
置
く
と
除
排
雪
作
業
で
破

損
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。自
宅
の

敷
地
内
で
、道
路
か
ら
見
え
る
場
所

に
置
き
ま
し
ょ
う
。

○
玄
関
フ
ー
ド
内
の
ご
み
は
収
集

　
し
ま
せ
ん

○
ご
み
や
ご
み
保
管
庫
が
飛
ん
だ

　
り
、荒
ら
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う

　
に
し
ま
し
ょ
う

○
除
排
雪
作
業
や
道
路
状
況
で
収

　
集
時
間
が
前
後
し
ま
す
。決
め
ら

　

れ
た
時
間
ま
で
に
出
し
て
く
だ

　
さ
い 

問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

　

市
内
で
事
業
を
営
む
個
人
ま
た

は
法
人
の
方
は
、土
地
や
家
屋
以
外

の
事
業
用
資
産（
償
却
資
産
）の
所

有
状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。市
は

例
年
、対
象
者
に
関
係
書
類
を
送
付

し
て
い
ま
す
が
、初
め
て
の
場
合
や
、

12
月
下
旬
ま
で
に
書
類
が
届
か
な

い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限 

令
和
8
年
2
月
2
日
㈪

問
合
せ 

税
務
課
☎
72・3
1
7
4

　

令
和
7
年
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
要
件
に
適
合
す
る
住
宅
の
改

修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、令
和
8
年

度
の
住
宅
の
固
定
資
産
税
が
減
額

さ
れ
ま
す
。減
額
を
受
け
る
た
め
に

は
、工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
お
よ

び
令
和
8
年
2
月
2
日
㈪
ま
で
に

申
告
が
必
要
で
す
。

　
詳
細
は
本
紙
９
月
号
17
ペ
ー
ジ
ま

た
は
市
H
P
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

申
請・問
合
せ 

税
務
課（
市
役
所
1
階
15
番
窓
口
）

☎
72・6
1
2
0

　
寝
た
き
り
の
状
態
で
、治
療
上
お

む
つ
の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ

代
は
、税
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対

象
で
す
。医
師
発
行
の「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」が
必
要
で
す
が
、次
の

全
て
に
該
当
す
る
方
は
市
発
行
の

書
類
で
代
用
で
き
ま
す
。

①
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認
定
者

②
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意

　
見
書
か
ら
、寝
た
き
り
状
態
に
あ

市役所（花川北6・1・30・2）
りんくる（花川北6・1・41・1）

問

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

冬
期
の
ご
み
の
出
し
方

償
却
資
産
の
申
告

　
り
、尿
失
禁
発
生
の
可
能
性
が
確

　
認
で
き
る
方

③
②
の
状
態
が
半
年
以
上
で
あ
る

　
こ
と
が
確
認
で
き
る
方

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
7

　
介
護
認
定
を
受
け
、次
に
該
当
す

る
方
は
税
申
告
の
障
害
者
控
除
の

対
象
で
す
。申
告
に
は「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。     

対
象 

65
歳
以
上
で
、令
和
７
年
度
中

に
要
介
護
認
定（
要
介
護
１
〜
５
）

を
受
け
て
い
る
方

※
交
付
内
容
は
12
月
31
日（
有
効
期

間
切
れ
な
ど
の
方
は
そ
の
最
終
日
）

の
要
介
護
状
態
な
ど
に
よ
り
決
定

※
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い

ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

は
、当
該
認
定
書
が
不
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す 

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
7

支
払
日 

10
日
㈬

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！
】

　
令
和
6
年
10
月
分
か
ら
の
制
度

改
正
以
降
、新
た
に
支
給
対
象
と

な
る
児
童
を
養
育
す
る
方
が
未
申

請
の
場
合
は
お
支
払
い
で
き
ま
せ

ん
の
で
、早
急
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な
ど

養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
届
け
出
を
。未
提
出
や
遅

れ
た
場
合
は
児
童
手

当
の
返
還
を
求
め
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子
さ
ん
の

高
等
学
校・専
門
学
校・大
学
な
ど

の
入
学
準
備
金（
就
学
支
度
資
金
）

の
貸
し
付
け
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。受
験
前
、早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

対
象 

母
子・父
子・寡
婦
家
庭
の
方

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
72・3
1
9
5

　
国
民
年
金
加
入
中
、20
歳
前
ま
た

は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
年
金
制

度
未
加
入
の
期
間
に
初
診
日（
障
害

の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が
に
つ

い
て
、初
め
て
医
師
ま
た
は
歯
科
医

師
の
診
療
を
受
け
た
日
）の
あ
る
病

気
や
け
が
で
、生
活
や
仕
事
な
ど
が

制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

に
は
障
害
基
礎
年
金
が
請
求
で
き

ま
す
。

【
初
診
日
の
前
日
時
点
で
次
の
い
ず

れ
か
を
満
た
す
こ
と
】

○
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

　
で
の
公
的
年
金
加
入
期
間
の
う

　
ち
、保
険
料
を
3
分
の
2
以
上
納

　
付
ま
た
は
免
除
さ
れ
て
い
る

○
初
診
日
に
65
歳
未
満
で
、初
診
日

　
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
1

　
年
間
、保
険
料
に
未
納
が
な
い

※
20
歳
前
の
年
金
制
度
未
加
入
の

期
間
に
初
診
日
が
あ
る
場
合
除
く

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
3
3

　

市
内
事
業
所
の
労
働
環
境
の
実

態
と
動
向
を
把
握
し
、今
後
の
労
働

行
政
の
基
礎
資
料
に
す
る
た
め
の

調
査
で
す
。対
象
の
事
業
所
に
は
調

査
票
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

回
答
方
法 

調
査
票
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
郵
送
ま
た
は
回
答
フ
ォ
ー

ム
か
ら

回
答
期
限 

31
日
㈬

問
合
せ 

商
工
労
働
課

☎
72・3
1
6
6

日
時 

令
和
８
年
1
月
5
日
㈪
17
時

30
分
〜  

場
所 

花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北

３・２
）

費
用 

３
千
円（
当
日
支
払
い
）

そ
の
ほ
か 

車
い
す
、手
話
通
訳
が
必

要
な
方
は
申
し
込
み
時
に
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い

申
込
方
法 

参
加
者
全
員
の
住
所・氏

名
・
連
絡
先
を
電
話
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス

申
込
期
限 

12
日
㈮

申
込・問
合
せ 

石
狩
市
新
年
交
礼
会

事
務
局（
総
務
課
内
）

☎
72・3
1
4
9　

　
75・2
2
7
5

住
宅
改
修
に
よ
る
家
屋
の

固
定
資
産
税
減
額
措
置

お
む
つ
使
用
証
明
書
に

代
わ
る
書
類
の
交
付

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付

▲市HP

市民の声を活かす条例 審議会のうごき
10月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

公
開 08 空家等対策協議会

（建築住宅課）
「認定基準」の改訂につい
て

公
開 2

14

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

石狩市過疎地域持続的発
展市町村計画の達成状況
に関する評価について

公
開 017 健康づくり推進協議会

（健康推進課）
石狩市健康づくり計画（第
3次）の進捗状況について

公
開 023 市民参加制度調査審議会

（広聴・市民生活課）
令和6年度市民参加手続
の実施運用状況の評価等
について

公
開 124 手話基本条例推進懇話会

（障がい福祉課）
R6-7懇話会における意見
集約内容の報告および確
認について

公
開 1地域公共交通活性化協議

会（企画課）
厚田花川線デマンド型交
通事業について

公
開 0

28
介護保険事業運営推進協
議会（高齢者支援課）

石狩市高齢者保健福祉計
画及び介護保険事業計画
について

公
開 030 社会教育委員の会議

（社会教育課）
令和7年度社会教育委員
の取り組みについて

公
開 0

27 浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

石狩市過疎地域持続的発
展市町村計画の達成状況
に関する評価について

公
開 2石狩浜海浜植物保護センター運

営委員会（海浜植物保護センター）
令和7年度事業計画の修
正について

要介護、要支援の審査・判
定（10月中9回開催）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開

非
公
開

障害者総合支援認定審査
会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

非
公
開

指定管理者選定委員会
（契約課）

指定管理者の候補者選定
について

非
公
開

20 こどもの権利救済委員会
（子ども政策課）

こどもの権利相談の受付
報告について

非
公
開

総合戦略推進懇話会（企
画課） 市内現地視察

非
公
開

１ 表彰審査委員会
（総務課）

令和7年度石狩市表彰 表
彰候補者の選考について
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スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池は、落下などの強い衝撃や、高温下での保管、過充電などが原因で
発火する恐れがあります。取り扱いには十分注意しましょう。（石狩消防署警防課☎74・7165）

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

10
日
㈬
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

8
日
㈪
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
14
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

例
年
、対
象
者
に
関
係
書
類
を
送
付

し
て
い
ま
す
が
、初
め
て
の
場
合
や
、

12
月
下
旬
ま
で
に
書
類
が
届
か
な

い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限 

令
和
8
年
2
月
2
日
㈪

問
合
せ 

税
務
課
☎
72・3
1
7
4

　

令
和
7
年
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
要
件
に
適
合
す
る
住
宅
の
改

修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、令
和
8
年

度
の
住
宅
の
固
定
資
産
税
が
減
額

さ
れ
ま
す
。減
額
を
受
け
る
た
め
に

は
、工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
お
よ

び
令
和
8
年
2
月
2
日
㈪
ま
で
に

申
告
が
必
要
で
す
。

　
詳
細
は
本
紙
９
月
号
17
ペ
ー
ジ
ま

た
は
市
H
P
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

申
請・問
合
せ 

税
務
課（
市
役
所
1
階
15
番
窓
口
）

☎
72・6
1
2
0

　
寝
た
き
り
の
状
態
で
、治
療
上
お

む
つ
の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ

代
は
、税
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対

象
で
す
。医
師
発
行
の「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」が
必
要
で
す
が
、次
の

全
て
に
該
当
す
る
方
は
市
発
行
の

書
類
で
代
用
で
き
ま
す
。

①
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認
定
者

②
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意

　
見
書
か
ら
、寝
た
き
り
状
態
に
あ

　
り
、尿
失
禁
発
生
の
可
能
性
が
確

　
認
で
き
る
方

③
②
の
状
態
が
半
年
以
上
で
あ
る

　
こ
と
が
確
認
で
き
る
方

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
7

　
介
護
認
定
を
受
け
、次
に
該
当
す

る
方
は
税
申
告
の
障
害
者
控
除
の

対
象
で
す
。申
告
に
は「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。     

対
象 

65
歳
以
上
で
、令
和
７
年
度
中

に
要
介
護
認
定（
要
介
護
１
〜
５
）

を
受
け
て
い
る
方

※
交
付
内
容
は
12
月
31
日（
有
効
期

間
切
れ
な
ど
の
方
は
そ
の
最
終
日
）

の
要
介
護
状
態
な
ど
に
よ
り
決
定

※
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い

ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

は
、当
該
認
定
書
が
不
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す 

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
7

支
払
日 

10
日
㈬

※
入
金
ま
で
数
日
要
す
る
場
合
あ
り

【
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！
】

　
令
和
6
年
10
月
分
か
ら
の
制
度

改
正
以
降
、新
た
に
支
給
対
象
と

な
る
児
童
を
養
育
す
る
方
が
未
申

請
の
場
合
は
お
支
払
い
で
き
ま
せ

ん
の
で
、早
急
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
養
育
状
況
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
】

　
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
な
ど

養
育
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

速
や
か
に
届
け
出
を
。未
提
出
や
遅

れ
た
場
合
は
児
童
手

当
の
返
還
を
求
め
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・3
1
2
8

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子
さ
ん
の

高
等
学
校・専
門
学
校・大
学
な
ど

の
入
学
準
備
金（
就
学
支
度
資
金
）

の
貸
し
付
け
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。受
験
前
、早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

対
象 

母
子・父
子・寡
婦
家
庭
の
方

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
72・3
1
9
5

　
国
民
年
金
加
入
中
、20
歳
前
ま
た

は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
年
金
制

度
未
加
入
の
期
間
に
初
診
日（
障
害

の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が
に
つ

い
て
、初
め
て
医
師
ま
た
は
歯
科
医

師
の
診
療
を
受
け
た
日
）の
あ
る
病

気
や
け
が
で
、生
活
や
仕
事
な
ど
が

制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

に
は
障
害
基
礎
年
金
が
請
求
で
き

ま
す
。

【
初
診
日
の
前
日
時
点
で
次
の
い
ず

れ
か
を
満
た
す
こ
と
】

○
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

　
で
の
公
的
年
金
加
入
期
間
の
う

　
ち
、保
険
料
を
3
分
の
2
以
上
納

　
付
ま
た
は
免
除
さ
れ
て
い
る

○
初
診
日
に
65
歳
未
満
で
、初
診
日

　
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
1

　
年
間
、保
険
料
に
未
納
が
な
い

※
20
歳
前
の
年
金
制
度
未
加
入
の

期
間
に
初
診
日
が
あ
る
場
合
除
く

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
3
3

　

市
内
事
業
所
の
労
働
環
境
の
実

態
と
動
向
を
把
握
し
、今
後
の
労
働

行
政
の
基
礎
資
料
に
す
る
た
め
の

調
査
で
す
。対
象
の
事
業
所
に
は
調

査
票
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

回
答
方
法 

調
査
票
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
郵
送
ま
た
は
回
答
フ
ォ
ー

ム
か
ら

回
答
期
限 

31
日
㈬

問
合
せ 

商
工
労
働
課

☎
72・3
1
6
6

日
時 

令
和
８
年
1
月
5
日
㈪
17
時

30
分
〜  

場
所 

花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北

３・２
）

費
用 

３
千
円（
当
日
支
払
い
）

そ
の
ほ
か 

車
い
す
、手
話
通
訳
が
必

要
な
方
は
申
し
込
み
時
に
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い

申
込
方
法 
参
加
者
全
員
の
住
所・氏

名
・
連
絡
先
を
電
話
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス

申
込
期
限 

12
日
㈮

申
込・問
合
せ 

石
狩
市
新
年
交
礼
会

事
務
局（
総
務
課
内
）

☎
72・3
1
4
9　

　
75・2
2
7
5

児
童
手
当

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

▲詳細

▲回答フォーム

障
害
基
礎
年
金

雇
用・労
働
基
本
調
査

石
狩
市
新
年
交
礼
会

企画課☎72･3193問

石狩市・交通PRキャラクター
かもなちゃん

中央バス「石狩線」廃止に伴い

親船東・本町エリアと花川エリアを結ぶ
15（月）から

本町花川線
月曜から土曜運行！
運行エリア・運賃・時刻表・予約の仕方など詳細は市HPをチェック！

完全
予約制

運行開始します！

▲市HP


